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２．施策の事業費

３．施策の達成状況

芽室消費者協会運営支援事業

成果は向上した

②施策の成果向
上に対して貢献
度が低かった事
務事業

①2019年度
の成果評価

③事務事業全体
の振り返り(総括)

①施策の成果向
上に対して貢献
度が高かった事
務事業

事業の見直しや新規事業の企画実施
をしても目標達成は難しい

（２）施策の成果評価に対する2019年度事務事業の総括

②2022年度の目
標達成見込み

・消費者被害防止や日常生活の相談業務・啓発活動や健康保持・生活安全確保事業については、芽室消費者
協会において消費者に対する出前講座や消費生活展の開催、消費生活相談など精力的に実施いただいてい
る。
・芽室消費者協会では、食品ロス削減推進法の施行に伴い、会員に対し「家庭でできる食品ロス対策」の学習会
を実施し、食品廃棄を減らす動機づけなどタイムリーな事業展開を行っている。
・帯広地方食品衛生協会芽室支部では、食品による危害発生の防止に努めるため、研修事業をはじめ帯広保健
所からの検査対応等を実施している。
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課長名

安全・安心に暮らせる生活環境づくり
施　策　名

4-1-4

15

施策番号

2020

基本目標

紺野　裕商工観光課

自然と共生する災害に強い安全・安心のまちづくり

作成：

内　線

消費者の安全・安心の確保

成果は低下した

根拠
（理由）

2018年度決算

現状の取組の延長で目標達成は難し
いが、現行事業の見直しや新規事業の
企画実施で目標達成は可能

（１）施策の達成度とその考察

成果指標
設定の考え方

施策事業費　(千円）

2019年度決算

0.1341

第5期総合計画からの新たな指標。90％以上を目標に、2022年には93.0％を目指す。

7,487

町民が安全で安心して暮らせる日
常生活の確保

１．施策の方針と成果指標

％

政策名

411

意図

消費者が主役となり安全で安心な消費生活の
実現と食の安全・安心確保のための取組をす
すめます。

施策の方針

策定時(2017実績)単位 2022年度目標

未調査

2019年度実績

・消費者の被害防止及び食の安全・安
心の確保

施策関係課 住民生活課

76.5住民意識調査

結果

2020年度(予想)

主　管　課

説明

安心して消費生活が送れる
と思う町民の割合

82.0 93.0

町民

対象

成果指標

・消費者の課題調査を行い取り組み内容を精査する。
・第5期総合計画に定める「消費生活相談体制の強化」、
「食の安全・安心の確保」の両施策を実施することで目標
達成を目指す。

想定され
る理由

人工数（業務量）

現状の取組の延長で目標は達成でき
る

6,588

成果は変わらなかった
・今年度からの新たな指標調査で、現状における成果指
標値が低いことから、消費者が課題とする理由を調査す
る必要がある。

0.1250

帯広地方食品衛生協会芽室支部運営事業



Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

※該当に○印 Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

４．施策を取り巻く状況変化・住民意見等

５．施策の成果向上のための具体的な取り組み（今後強化すべき取り組み、新たに実施すべき取り組み）

６．総合計画推進委員会（庁内評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

７．総合計画審議会（外部評価）

Ａ：実現した

Ｂ：（前期実施計画策定時と比較して）大きく前進した

Ｃ：（前期実施計画策定時と比較して）前進した

Ｄ：（前期実施計画策定時と比較して）変わらない

Ｅ：（前期実施計画策定時と比較して）後退した

施策を取り巻く状
況と今後の予測

評価

E

○

・　「消費生活センター」の相談員の資質向上を図り、多様複雑化する消費者問題に対応し、消費者被害の救済・未然防止を図る。
・　消費生活におけるトラブル未然防止、安心な生活を営むため、出前講座や啓発資料の配布、各種講座の開催など、消費者教育
を実施する芽室消費者協会と連携を図り、その運営を支援する。
・　食の安全・安心の観点から、食品の安全や食品表示に関する正しい知識の普及を図り、消費者の食の安全・安心を確保するた
めの取り組みを行う。

・【新たな取り組み】　町民（消費者）の消費活動に対する不安課題の把握を行う。

（３）「施策の方針」実現に対する進捗結果

進捗結果

進捗結果

・インターネットの急速な普及など、情報化が進み、暮らしの利便性の向上が図られる一方で、消費生活相談の
内容も複雑化・多様化してきており、消費者の安全・安心を守る取り組みの継続が必要となる。特にこれからは超
高齢化及びスマートフォン普及による低年齢化への対策が必要である。
・消費者の「食の安全・安心」への関心は時代環境の変化とともに依然として高く、より一層の消費者に対する啓
発活動が必要とされる。

Ａ Ｂ Ｃ

策定時と比較ができないことから成果指標では判断が難しいが、消
費者協会において出前講座や消費生活展の開催、学習会の実施な
ど、地道な取り組みを継続して行っており、策定時と比較して前進し
たと評価する。

○

A C E

EC

・消費者被害の防止や相談業務及び啓発活動の強化
・食品の遺伝子組み換えや食品添加物などの「食の安全・安心」の啓発活動
・食品ロス対策

D

この施策に対し
て住民や議会か
らどんな意見や
要望が寄せられ
ているか？

今後の取組
に対する
意見

町民に対する啓発活動などを継続するとともに、タイムリーな事業実
施をしてもらいたい。

評価

DB

○進捗結果

様々な取り組みを継続して行っていることから、策定時と比較して前
進したと評価する。

今後の取組
に対する
意見

・芽室町は食を売りにしているため、食品ロスが多いのは恥ずかしい
と感じる。しっかり事業展開を行ってほしい。

B

A

Ｄ


